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邦
祭
科
設
罷
に
就
い
て

京
京
昔
業
學
校
む
過
去
半
批
紀
に
餘
る
歩
み
は
殆
ん
ど
洋
業
の
吸
牧
攘

取
に
終
拾
し
亡
観
が
あ
る
炉

E

こ
れ
は
我
因
の
筈
業
文
化
の
賓
情
よ
り
し

て
止
む
を
得
な
い
事
で
豚
来
に
於
け
る
日
本
の
新
國
業
創
成
へ
の
準
備
工

作
期
と
し
て
常
然
の
過
程
て
あ
っ
た
。

併
し
他
方
従
来
の
日
本
固
有
の
昔
榮
に
闘
す
る
詞
査
研
究
饂
敦
授
に
至

つ
て
は
國
家
的
に
は
何
等
の
顧
慮
が
彿
は
れ
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
は
我
等

の
齊
し
く
認
め
目
選
憾
と
す
る
虚
で
あ
っ
た
。

冗
康
邦
業
は
我
が
民
族
の
恩
想
感
惰
を
基
詞
と
し
て
永
い
偉
統
の
下
に

生
成
さ
れ
亡
も
の
で
あ
る
が
故
に
ほ
敦
育
上
國
民
の
情
操
陶
冶
や
日
本
文

化
振
興
の
腐
に
は
最
も
重
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

我
が
國
の
展
史
ゃ
國
情
に
鑑
み
て
~
國
家
的
概
闘
た
る
嘗
狡
に
於
て
邦

業
に
闘
し
て
も
洋
業
に
於
け
る
と
同
様
な
攻
究
と
教
授
と
か
為
さ
る
べ
き

で
，
然
も
こ
れ
か
や
か
て
洋
榮
研
究
と
祖
侯
つ
て
園
家
的
課
題
に
し
て
且

邦

東
京
晋
業
學
校
長

嘗
灰
設
立
以
来
の
大
理
想
‘
亡
る
新
閻
業
の
創
成
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の

に
外
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
余
は
昭
和
一
二
年
春
嘗
絞
に
赴
任
す
る
や
こ
の
見
地
に
立
つ
て
邦

業
を
本
科
と
し
て
袢
業
と
併
置
す
べ
き
事
の
至
賞
な
る
を
文
部
嘗
局
に
眈

い
た
の
で
あ
っ
た
。

本
省
で
は
余
の
要
請
も
あ
り
稲
々
考
究
の
結
果
遂
に
選
斜
と
し
て
邦
業

の
一
部
を
鼓
置
す
る
事
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

卯
ち
昭
和
四
年
四
月
選
科
規
楳
を
改
正
し
て
學
料
目
中
新
に
長
唄
を
加

ヘ
翌
五
年
四
月
に
は
従
来
山
田
流
の
：
て
あ
っ
た
選
科
築
曲
料
に
生
田
流

を
も
加
へ
更
に
同
年
十
一
月
に
は
能
業
を
も
追
加
し
翌
年
一
月
よ
り
授
業

を
開
始
す
る
に
至
っ
仁
次
第
で
あ
る
。

こ
の
事
は
亡
と
へ
そ
れ
か
選
科
と
い
ふ
待
遇
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
せ
よ

B

邦
業
の
代
表
的
な
も
の
か
官
立
苦
業
學
絞
の
學
科
目
の
中

科

設

置

に

采

杉

い
て

一辛
卓
烹江3

書



邦
築
科
設
骰
に
就
い
て

文
部
時
報
第
五
百
五
十
四
賊

が
ま
た
嘗
校
の
國
家
に
到
す
．
な
責
務
な
の
で
あ
る
か
ら
邦
業
の
國
家
的
評

憤
や
待
遇
を
選
科
か
ら
本
科
に
迄
昇
格
せ
し
め

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
．

す
る
為
に
は
過
去
半
世
紀
間
上
野
の
本
校
に
於

て
年
日
業
家
を
養
成
し
て
束
つ
た
と
同
様
な
教
育

方
法
を
用
ふ
る
事
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
心
即

ち
輩
に
技
術
の
み
な
ら
を
音
業
藝
術
家
と
し
て

必
要
な
一
切
の
知
識
を
授
け
る
と
共
に
精
紳
的

訓
練
、
つ
ま
り
人
格
教
育
を
も
行
は
ね
ば
な
ら
一

ぬ
。
而
し
て
敬
育
と
い
ふ
こ
と
は
歴
史
と
傭
統

と
を
無
親
す
る
事
は
出
来
な
い
0

就
中
郊
槃
科
、

生
徒
を
教
育
す
る
に
於
て
は
特
に
然
り
で
あ
二

る
。
故
に
古
き
歴
史
と
偲
統
と
を
有
す
る
上
野

の
殿
堂
に
於
て
，
邦
業
科
生
徒
を
本
科
生
と
し
て

教
授
し
訓
練
を
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
現
下
の
我

國
の
昔
業
文
化
の
現
欣
に
於
て
は
絶
劉
的
に
必

要
な
こ
と
で
あ
る
0

.

斯
う
し
た
信
念
を
も
つ
て
余
は
飽
く
ま
で
邦

築
科
を
本
科
た
ら
し
む
ぺ
く
苺
年
本
省
に
そ
の

賓
施
方
を
要
請
し
て
来
た
闘
で
あ
っ
た
。

，
 

に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
ぷ
こ
と
は
本
塁
暴
文
化
史
上
に
は
特
筆
に
箪

す
る
も
の
で
こ
れ
郡
ち
六
十
年
前
伊
澤
初
代
校
よ
も

長
が
本
校
創
立
営
初
に
掲
げ
た
綱
領
の
4

つ
の

r
ぃ―

具
現
に
外
な
ら
な
い
o
,

さ
て
斯
く
て
選
科
に
開
設
さ
れ
た
邦
業
科
職
，

員
の
ネ
タ
ッ
＂
フ
は
能
業
科
に
ば
観
韮
流
宗
家
た
，

贔

農

鵞

箪

曲

科

に

は

生

田

流

に

於

て

、

喜
墨
霞
山
田
流
に
あ
っ
て
は
中
能
島
欣

，
品
を
、
叉
長
唄
科
に
於
て
は
長
唄
苦
業
を
今

囲
の
地
位
に
迄
向
上
せ
し
め
た
吉
住
小
一
二
郎
氏
：

臨
璧
曇
六
四
郎
氏
を
請
師
に
瘍
託
し
、
之
に
i
,詈‘

配
す
る
に
各
科
に
於
て
は
夫
々
敷
名
乃
至
十
敷
贅

名
の
新
進
氣
鈴
の
専
門
家
を
教
務
瘍
託
と
し
て

生
徒
の
指
導
藪
授
を
婚
賞
せ
し
め
、
生
徒
は
技

食
兄
，
べ

術
及
丑
璽
試
験
賓
結
果
入
學
を
許
可
し
軸
田
の

分
敦
蝙
社
於
で
授
業
を
行
っ
七
ゐ
る
が
、
現
在

々
懸
籠
薮
は

贔

因

芦

等

曲

科

繹

乙

尼
高
，
〖
ィ
氾
：
五
：
‘
]
、
各
，
·

長
p
和
象
ご
閥
5

3

合
計
一
―
;

o

一
名
で
修
了
生
は
能
築
二
四
、
等
曲
科
三
八
、
長
唄
五
六
、
合

併
し
乍
ら
こ
れ
を
以
つ
て
余
は
満
足
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
繹
で
は
無
論
な
い
。
現
在
分
敦
場
に

て
行
は
れ
て
ゐ
る
選
科
邦
業
の
授
業
は
僅
か
に

一
週
二
同
の
技
術
に
闘
す
る
事
だ
け
で
あ
る
か

ら
謂
は
ゞ
ア
マ
チ
ュ
ア
に
到
す
る
教
授
の
範
園

を
出
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
邦
業
に
闊
す
る

昔
業
専
門
家
養
成
の
目
的
に
は
叶
つ
て
の
な
い

の
で
あ
る
。
即
ち
他
日
我
が
大
昔
業
を
創
成
す

ペ
き
人
物
を
養
成
す
る
営
校
の
主
旨
に
合
致
し

i
巧
？
Q
と
せ
本
へ
な
い
の
で
あ
る
。
在
来
の
邦

業
を
茶
の
湯
、
生
花
等
の
遊
藝
・
と
同
範
疇
に
隅

し
て
ゐ
た
地
位
か
ら
現
在
の
洋
業
の
そ
れ
に
迄

引
上
げ
、
邦
業
の
興
債
を
登
揮
せ
し
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
邦
業
家
を
一
県
の
教
養
あ
る
藝
術
家
と
し
て
養
成
す
る
と
い
ふ
こ
と

そ
れ
が
幸
ひ
本
年
に
至
っ
て
故
於
田
源
治
氏
が
文
相
に
就
任
さ
れ
る
や

余
の
主
義
主
張
に
共
鳴
さ
れ
て
本
省
と
し
て
邦

業
科
新
設
に
闘
す
る
豫
算
を
昭
和
十
一
年
度
分

に
計
上
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

7

虞
が
議
會
は
解

散
と
な
っ
た
の
で
更
に
文
部
嘗
局
は
去
る
第
六

十
九
特
別
議
會
に
追
加
豫
算
と
し
て
提
出
、
遂

に
雨
院
を
目
出
度
通
過
し
来
る
七
月
一
日
よ
り

邦
業
科
は
愈
々
本
科
と
し
て
本
校
に
開
設
警
さ
れ

能

る

こ

と

A
な
り
＼
こ
れ
で
創
立
以
来
理
想
と
し

げ
て
ゐ
た
東
西
雨
業
を
併
置
し
た
日
本
の
昔
業
學

、
、
校
と
な
っ
だ
繹
で
あ
る
。

．．
 

斯
く
し
て
我
等
は
本
校
創
立
以
来
の
大
理
想

業ニ
た
る
東
西
南
業
の
研
究
に
依
る
新
國
築
創
成
へ

3

向
つ
て
邁
進
す
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と

ヘ
に
文
部
嘗
局
の
邦
業
に
劉
す
る
深
甚
な
る
理

解
と
異
常
な
る
努
力
と
に
依
る
も
の
で
誠
に
感

謝
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
今
後
の
邦
業

に
つ
い
て
は
無
論
の
こ
と
一
般
苦
業
の
向
上
と

・

：

褻

展

と

に

就

い

て

は

官

民

一

致

の

所

謂

國

民

的

後
援
な
く
し
て
は
到
底
所
期
の
目
的
は
達
成
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
≫
こ

るさ召聰を奏演の業邦下殿族皇 各の臨台に校本

計「一

0
八
名
と
い
ふ
朕
況
で
あ
る
。
＂

一五

此
等
の
内
に
於
け
る
研
究
の
結
果
は
外
に
酎

し
て
は
諸
種
の
演
奏
會
と
な
っ
て
現
は
れ
叉
時

に
は
學
校
や
教
育
園
儘
の
招
聘
に
應
じ
て
池
方

に
出
張
演
奏
を
行
ひ
斯
道
の
普
及
装
逹
に
資
し

て

｛

で

る

9

四



邦
榮
科
殴
懺
に
就
い
て

一
七

斯
：
｀
の
如
<
-
音
業
は
人
間
の
情
操
を
陶
冶
し
趣
味
や
品
性
を
高
尚
に
し

冒
讐
暑
嗜
’

て
國
家
や
民
族
の
品
位
と
光
輝
と
を
増
す
上
に

偉
大
な
妓
力
を
も
つ
許
り
で
な
く
、
國
家
や
民
冬
，

族
の
危
急
の
揚
合
に
も
士
氣
を
鼓
舞
し
愛
國
心
鴨

r
r

竃

を
奮
起
せ
し
め
た
例
は
か
の
「
マ
ル
セ
イ
ュ
」
の
ぶ

歌
や
「
ラ
イ
ン
の
守
り
」
の
歌
に
附
い
た
輝
か
し
員二

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
於
て
細
ら
れ
る
虞
で
あ
る
。
霊

斯
様
に
晋
業
が
國
民
生
活
に
於
て
如
何
に
大
疇

切
な
役
割
を
も
つ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
辛
日
業
の
重
亨言

要
性
に
就
い
て
、
我
が
國
の
識
者
達
が
も
少
し
言

早
く
氣
付
い
て
適
嘗
な
方
策
を
講
じ
て
居
た
な
「希

ら
ば
我
國
の
昔
業
文
化
は
今
日
よ
り
造
か
に
高
言贄

き
も
の
と
な
っ
て
ゐ
て
國
民
生
活
を
潤
ほ
し
て
望喜

ゐ
た
事
で
あ
ら
う
0

そ
し
て
我
が
國
固
有
の
年
日
〖
／

覧

業
が
苦
業
學
校
に
於
て
本
科
と
し
て
取
扱
は
れ

[

3轟

る
様
に
な
っ
た
な
ど
ミ
嘗
然
す
ぎ
る
ほ
ど
嘗
然
こ憂

な
こ
と
を
欣
ん
で
ゐ
る
必
要
な
ど
は
な
い
の
で
口

あ

る

と

、

今

更

思

は

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

る
も
あ
ら
ば
あ
れ
[
`
〖
ヮ

‘>:

遮
莫
、
我
等
は
故
に
飛
躍
せ
る
日
本
の
諸
羞
，心

翌
”
・
こ
言
髯

□ぃ●”．慾ざ

文
化
と
並
ん
で
、
我
等
の
生
活
や
歴
史
ゃ
國
儘
誓
，
＇
へ
芯

な
ど
の
基
礎
の
上
に
日
本
精
紳
を
表
現
せ
る
立

派
な
國
業
の
創
成
を
期
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
今
日
我
等
國
民
に

演 の 唄

課
せ
ら
れ
セ
文
化
的
使
命
で
あ
る
。

辛贋こ貫斎塁こ芸誓虐贋冒裳塁塁嵐互一元竺畠
一つ・にが》れ繹低も國にし同の咽る来°に

'‘般た闘等科はでき不民今た化精しと我

ぞ畠き玄良羹界忍督詢妥贔胃盆悶乏：：贔 覧
社業依方附能國うiこ獨化治的つ化をこ民
會 しこる策せのがか在り的網事てを血とが
政野もにら・外明°る苦素摘賀現作とは文．の
策すのつれ束治 と業質軍が代りし‘化 昔

國 闘あて就想灰 ふ化蓬科明隆げとのに
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文

部

時

報

第
五
百
五
十
四
輩

長

者
数
育
者
等
の
音
業
の
放
用
に
謝
す
る
認
識
の
鋏
如
に
師
因
す
る
も
の
と

よ
言
っ
て
も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
言
へ
ば
前
述
の
如
く
文
化
的
素
質
は
十
二
分

に
備
へ
た
國
民
で
あ
り
乍
ら
我
が
國
の
苦
業
の
現
情

尚
か
く
の
如
き
ば
昔
業
の
重
要
性
の
認
識
を
鋏
い
て

ゐ
た
為
に
國
民
の
素
質
を
こ
の
方
面
に
十
分
発
揮
せ

し
む
る
如
き
方
策
が
樹
て
ら
れ
な
か
っ
た
事
に
鰈
因

等
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
余
は
苦
業
の
重
要
性
に
就
い
て
今
更
棲
々

説
く
必
要
も
な
い
が
、
古
恋
音
業
は
洋
の
東
西
を

問
は
す
人
の
精
紳
生
活
の
糧
と
し
て
重
要
観
さ
れ
、

客
那
に
於
て
は
儒
敦
で
糟
業
射
御
書
数
と
い
ふ
て
人

の
修
道
の
中
で
も
膿
業
は
最
も
債
値
を
認
め
ら
り
こ

の
思
想
は
我
國
に
あ
っ
て
は
千
数
百
年
前
聖
徳
太
子

に
於
か
れ
て
も
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
、
叉
歎
米
の
近

代
文
化
の
淵
源
た
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
晋
業
の
数

養
を
憬
育
と
共
に
國
民
教
育
の
根
幹
と
し
て
修
身
科

の
役
を
占
め
て
ゐ
た
も
の
で
、
近
代
に
至
っ
て
は
ゲ
＇

ル
マ
ン
や
ラ
テ
ン
民
族
文
化
は
そ
の
民
族
の
苦
業
的

塾
養
が
根
祗
を
成
し
て
ゐ
る
と
言
っ
て
も
い
'
A

の
で
あ
る
。

尚
為
参
考
嘗
校
に
新
設
さ
れ
た
邦
業
科
入
學

案
内
摘
要
を
次
に
掲
げ
て
置
く
。

邦
業
科
入
學
案
内
摘
要
（
昭
和
十
一
年
度
）

校
合
本
校
は
上
野
公
園
の
西
北
隅
、
分
敦

揚
は
紳
田
蓋
駿
河
豪
二
丁
目
に
在
る
。
・

修
業
年
限
と
學
科
目
邦
業
科
は
能
業
を
専
修

す
る
者
、
等
曲
を
専
修
す
る
者
及
長
唄
を
専

修
す
る
者
に
別
ち
、
修
業
年
限
は
各
乞
二
箇

笠
授
業
時
敷
一
週
二

0
時
間
で
、
必
修
科

目
と
し
て
修
身
、
能
業
・
等
曲
又
は
長
唄
、
苦

業
理
論
、
苦
業
史
≫
國
語
、
外
國
語
、
儒
操

奏
を
課
し
、
随
意
科
目
と
し
て
美
學
‘
昔
墜
學
、

昔
響
學
を
課
す
る
。

研
究
科
邦
業
科
卒
業
者
中
學
業
優
秀
な
る
者

は
修
業
年
限
二
筒
年
の
研
究
科
に
入
り
更
に
研

究
を
綾
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

入
學
の
資
格
と
試
験
邦
業
科
に
入
學
し
得
る

者
は
中
學
校
又
は
高
等
女
學
校
の
第
四
學
年
修

了
者
ー
高
等
學
校
尋
常
科
修
了
者
、
同
高
等
科

入
學
試
験
合
格
者
，
専
門
學
校
入
學
者
桧
定
規
程
に
依
る
試
験
桧
定
合

一六



以
上
計
約
十
五
名

文
部
時
報
撃
五
百
五
十
四
撃

ら
ソ爺

五 五
． 
コュS

名

格
者
，
鎚
に
専
門
學
狡
入
學
に
闘
し
中
學
校
又
は
高
等
女
皐
狡
卒
業
者

と
同
等
以
上
の
暴
力
あ
り
と
文
部
大
臣
か
ら
指
定
さ
れ
た
者
等
で

．．
 

ロ

頭
試
問
及
身
慨
瞼
査
を
受
け
入
學
試
験
に
合
格
し
た
者
。
但
女
子
は
夫

な
き
者
に
限
る
。
以
上
の
資
格
を
有
し
な
い
者
と
雖
も
特
に
晋
業
の
オ

能
あ
り
と
認
め
た
者
は
試
験
の
上
入
學
を
許
可
す
る
こ
と
炉
あ
る
。

授
業
料
年
額
八
拾
圃
で
沿
四
月

B

九
月
及
一
月
の
三
同
に
分
納
す
る
。

桧
定
料
金
五
園

3

入
學
料
入
學
笠
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入
極
料
金
三
園
を
納
付
す
る
こ

と
寄
宿
舎
女
生
徒
で
父
兄
叉
ほ
相
嘗
な
保
諺
者
の
家
か
ら
通
學
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
者
の
為
め
に
＼
本
校
椿
阿
に
寄
宿
舎
の
設
け
が
あ
る
。

寄
宿
料
は
年
額
金
三
十
閻
、
四
月
，
九
月
及
一
月
の
三
同
に
分
納

3

食

費
は
月
額
約
十
五
薗
位
と
す
る
。

駆
友
會
は
生
徒
相
互
の
親
該
を
厚
う
し
、
心
身
を
練
磨
す
る
為
め
に
設

け
た
も
の
で
、
生
徒
は
皆
會
員
と
な
っ
て
入
會
金
三
園

8

會
費
年
額
金

五
園
を
納
め
る
。

入
學
の
定
員

襲
子
を
専
修
‘
す
る
者

一
警
曲
を
亭
修
す
る
者
〔
生
田
浣
を
修
粒
る
者
及
山

田
涜
を
修
む
る
者
）

一
芦
雰
唄
を
専
修
す
る
者
（
唄
を
王
と
す
る
者
及
三
味

線
を
主
と
す

名 名

入
學
試
騎
科
目
と
程
度

能
業
第
一
同
能
業
を
寄
修
す
る
者
に
謡

C

高
砂
，
田
村
、
江
口
、
班

亥
鵜
飼
の
中
一
曲
を
志
願
者
を
し
て
選
繹
受
験
せ
し
ふ
げ
。

能
業
第
一
一
回
能
業
を
専
修
｀
す
る
者
に
芦
門
前
記
五
曲
中
一
曲
を
指
定

受
験
せ
し
4
び

ウ

、

攀
曲
第
一
同
鐙
油
を
専
修
す
る
者
に
等
（
犀
き
謡
ぴ
）
。
山
田
流
に
あ

り
て
は
ほ
と
と
ぎ
す
、
八
段
．
近
江
八
景
も
菊
水

3

都
の
春
、
江
の

島
，
生
田
浣
に
あ
り
て
は
夕
顔
，
末
の
契

A

春
の
曲
、
み
だ
仇
，
四

季
の
詠

B

磯
千
島
の
中
一
曲
を
志
顧
者
を
し
て
選
繹
叉
瞼
せ
し
む
。

肇
曲
第
二
同
審
曲
を
専
修
す
る
者
に
雙
弾
き
謡
ひ
）
。

前
記
六
曲
中
一
曲
を
指
定
受
験
せ
し
む
。

長
唄
第
一
同
長
唄
を
専
修
す
る
者
の
中
，
唄
を
主
と
す
る
者
に
唄
。

鶴
亀

3

越
後
獅
子

b

吾
妻
八
景

3

外
記
節
猿
，
大
嗣
摩
綱
館
の
段
，

鞍
馬
山
の
中
一
曲
を
志
願
者
を
し
て
選
繹
受
論
せ
し
む
。

三
味
線
を
主
と
す
る
者
に
三
味
線
（
罪
き
唄
ひ
）
。

前
記
六
曲
中
一
曲
を
志
顧
者
を
し
て
選
樗
受
験
せ
し
む
。
｀
・

長
唄
第
二
同
長
隕
を
専
修
す
る
者
の
中
三
唄
を
主
と
す
る
者
に
唄
盆
犀

き
唄
ひ
）
、
三
味
線
を
主
と
す
る
者
に
竺
味
線
（
講
き
唄
ひ
）
。
前
記

六
曲
中
一
曲
を
摺
定
受
娯
せ
し
む
。

國
語
中
學
校
又
は
高
等
女
學
校
第
四
辱
年
修
了
の
程
度
。

外
國
語
英
語
]
獨
語
又
は
彿
語
の
中
i
を
選
び
勺
中
學
絞
又
は
直
等

女
學
校
第
四
皐
年
修
了
の
程
度
。

~~ •~ 
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五

問
國
民
艘
育
館
が
出
末
る
さ
う
．
て
す
が
、
何
時
何
虞

に
出
末
て
如
何
に
利
用
せ
ら
れ
る
の
て
す
か
。

答

．我
邦
一
般
民
衆
骰
育
の
普
及
と
合
理
的
な
褻
達
を
企

薗
し
て
、
昭
和
十
年
度
に
中
央
國
民
骰
育
館
建
設
費

と
し
て
、
拾
五
萬
繭
の
繹
費
が
帝
國
議
會
に
於
て
決

定
せ
ら
れ
ま
し
た
。

其
の
後
、
骰
育
館
の
内
容
に
就
て
は
本
省
骸
育
課
に

於
て
建
築
上
の
事
に
就
て
は
大
蔵
省
管
繕
管
財
局
に

於
て
、
夫
々
研
究
を
霊
ね
、
本
年
十
月
下
旬
迄
に
之

が
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
内
容

は
左
記
の
通
り
て
す
。

a
 

筈

n

一
、
名
稲
中
央
國
民
骰
育
館
泣
水
泳
場

二
、
場
所
紳
田
直
一
ッ
橋
東
京
商
科
大
學
跡

]
―
-
、
中
央
國
民
骰
育
館

り
大
運
動
室
約
二
五

1

一坪

骰
操
•
武
道
●
籠
排
球
各
種
球
技
並
遊
戯
等
の
諸

殷
備
を
な
す
。

⑰
小
運
動
室
約
一
一
一
五
坪

整
操
泣
練
習
設
備
を
す
。

＠
附
賜
室

，
附
麗
室
は
二
階
建
と
し
、
貴
賓
室
、
同
休
憩
室
≫

事
務
室
≫
監
督
並
指
導
者
室
、
腎
務
室
、
男
女

更
衣
室
、
運
動
器
具
室
、
物
置
等
の
諸
室
を
設

け
る

向
蓋
建
物
（
約
一
＿
一
五

0
坪

）

の

利

用

ャ

＇

諮
堂
・
心
會
議
室
、
標
本
室
、
讀
書
室
、
薔
療
骰

文
部
時
報
第
五
百
五
十
四
競

操
室
、
選
手
室
、
食
堂
、
使
丁
室
等
を
設
備
利

用
す
。

四
．
水
泳
場
（
屋
外
）

二
五
米
に
一
―
―
―
米
の
プ
ー
ル
に
し
て
、
最
浅
一

米――J
O

最
深
1

一
一
米
五

0
。

三
米
跳
込
豪
を
設
備
し
．
夜
間
使
用
の
殷
備
を

な
す
。六

問
今
日
史
蹟
名
腕
天
然
紀
念
物
は
文
部
大
臣
が
指
定

し
て
居
ら
れ
ま
す
の
に
保
存
法
第
一
條
に
は
「
内
務

大
臣
指
定
ス
」
と
な
っ
て
居
り
ま
す
が
ど
う
云
ふ
繹

・
て
せ
う
か
。

答
法
文
に
は
「
内
務
大
臣
」
と
な
っ
て
居
り
ま
す
が

夫
れ
は
主
務
大
臣
と
解
繹
す
べ
き
．
て
あ
り
ま
す
即
ち

官
制
に
依
つ
て
主
管
事
務
が
定
り
ま
す
と
茸
＾
の
事
務

を
主
管
す
る
所
の
主
務
長
官
が
夫
れ
に
付
て
の
責
任

者
．
て
あ
り
又
樺
限
を
持
つ
て
居
る
課
．
て
あ
り
ま
し
て

嘗
時
の
主
務
長
官
が
偶
々
内
務
大
臣
，
て
あ
り
ま
し
た

の
て
夫
れ
を
書
き
現
は
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
近
頃
の

法
律
は
國
立
公
園
法
第
一
條
の
如
く
「
主
務
大
臣
J
と

云
ふ
文
字
ヂ
て
あ
ら
は
し
て
居
り
ま
す
。

七

問
史
蹟
名
腕
天
然
紀
念
物
の
場
合
の
「
記
」
は
言
扁

．
．
て
す
か
糸
扁
て
す
か
0

.

.

 

答
「
紀
」
と
「
記
」
と
の
貰
別
に
付
て
は
議
論
も
あ
り
ま

す
が
史
蹟
名
腕
天
然
紀
念
物
保
存
法
て
糸
扁
て
あ
リ

ま
す
か
ら
「
紀
」
を
お
用
ひ
下
さ
い
。

登行 I載韓断無禁I悶靡 料告廣 表，債定
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忍 印印、褻年年
文省部得ず載数頁分ーノ料告は 場合の御注文金受申壻臨時 ヶ ヶ ヶ ： 

帝 刷刷行七六
年月月部，， ： 

J:1月

:霰竃i＊國地儡は座 所行欧i ！ ． 者大、頂●子 者大塁耀市• ー嶺＂ニ文陪H 

御の 壼は頁拾頁一 醤悶金金金金

指定 部侮八闘拾五
本てすは七参
ぃ前壻 岡 闘 六式

ににと闘 た金大

金六方西 電奮 ! 属土 刷 よ 拾 す 」 しに輩武六拾拾
ロ｀七話 谷納 つ参一
座；行．． ｛ ； 牛tp 庭 ： 番手三• 行本 た頁分

ま願登 拾 拾
せひ行
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六 哺 第 番公六番五
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犬址 1し一 七 四 する拾
＄翌料料料料
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